
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研セン

が送られます。

２.  「月刊自治研」

員会発行・Ａ５

762円+税）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき

調査研究会などに参加できます。
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巻頭言
　国民は、施政の善し悪しで政府を評価する。新型コロナウィルスが発生した当初、
日本は、疫学調査によって感染経路の追求やクラスターの解明をして、早期に収束さ
せる感染防止策であるクラスターサーベイランス（感染集群監視）を実践した。
　この背景には、2009年春から1年間、世界中に流行した豚由来の新型インフルエン
ザウイルスの感染拡大をクラスターサーベイランスによって押さえきった実績から、
新型コロナウィルス感染も押さえきれる自信があったためだといえる。2009年の新型
インフルエンザによる感染数は214の国と地域で60万人超、死亡数は1万8千人以上
を数えたが、日本では、感染数ははっきりせず、死亡数は203人を数えるレベルで収
束した。まさに、この「実績」がインフルエンザ・パンデミックを乗り切った国家的
自信になったのである。
　ストーリーは、2009年5月にカナダの交流事業に参加して帰国した高校生の感染が
成田空港で確認されたことから始まった。この新型インフルエンザは、当初、政府（厚
生労働省）によって、「新型インフルエンザ等感染症」の一つに見なされ、感染者は強
制入院の対象となり隔離されたが、その後、この方針は変更され、毎年感染者を出す
「季節性インフルエンザ」とほぼ同様な扱いになった。そして、感染防止対策は、クラ
スターサーベイランスにより推進されることになり、感染確認当時から実施されてい
た全国レベルの感染数の把握は中止され、保健所をコントロールタワーに位置づけ、
「感染集群を監視し、感染の早期発見、感染の拡大防止、感染状況の把握を細かに実施
する」厚生労働省主導の方式による新型インフルエンザ封じ込めが展開された。その結
果、日本の人口10万人あたりの死亡率は、0.16を示し、アメリカ合衆国の3.96（推計）、
韓国の0.53、ドイツの0.31を大幅に下回る「成果」をあげることができた。
　収束後の厚生労働省の報告には、日本の死者203人のなかには、気管支喘息や糖尿
病などの基礎疾患を持っている者が多く存在し、死因を新型インフルエンザであると
確定しきれない事例も存在したというような記述があった。この時の、「感染数の把握を
せず、感染の全容がわからずとも、感染を収束させた」事実が、今回の新型コロナウィ
ルスにおいても、先の実績を踏襲する形で、自信を持って、クラスターサーベイラン
スによる封じ込め策を展開することを決定したといえる。
　自信を持って立ち向かった今回の感染症封じ込め策は、恐るべき感染拡大力を持ち、
現代科学による感染スタイルの解明を拒む形で人を蝕む新型コロナウィルスの猛威に
翻弄されることとなった。そのため、2020年5月、新型コロナウィルスが、人類を脅
かす感染症としてパンデミックになっていくなか、感染の全容を掴まないままの感染
防止策の推進は、国民に感染実態がわからないことによる不安と、近隣の中国、韓国、
台湾などが積極的にPCR検査を実施して全容把握に努めている姿を目の当たりにした
国民の「煮え切らなく映る政府」への不信を高めることになってしまった。感染の全
容を把握しないままの政府が、感染の状況に合わせた形で、さまざまな対策を発動し
たことにより、国民はさらなる不安と不信を覚えることになった。特別定額給付金、
雇用調整助成金、2枚組布マスク配布などの政策は、政策遂行の不手際や「目的はあっ
ても到達目標がはっきりしない」的イメージのため、収束化のなか、さまざまな問題
と波紋を引き起こしながら、2020年の夏を迎えようとしている。
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巻頭言
　本号では、議会改革と公契約条例について取り上げたが、巻頭言を含め、いずれの論考でも新
型コロナウイルスへの対応が取り上げられた。それは決して偶然でなく、その感染拡大があらゆ
る分野に多大な影響を及ぼしていることの表れといえよう。
　新型コロナ対策をめぐっては、持続化給付金事業をめぐる委託の問題、アベノマスク配布など、
さまざまな問題が指摘されているが、そもそもの国の政策立案が遅きに失した感は否めない。未
知のウイルスゆえの対処の困難さも当然あろうが、原因はそれだけではあるまい。
　では、現場で未曽有の感染拡大と医療危機に立ち向かうことになった自治体はどうか。最前線
の医療機関や保健所は不眠不休で対処し、自治体行政は国の政策に翻弄されながらも、さまざま
な独自の施策を講じてきた。医療崩壊を回避すべく、「神奈川モデル」や「大阪モデル」にみら
れるように、各地の自治体で現場起点の医療体制が構築されるなど、多くの自治体が試行錯誤す
る中から望ましい成果を発見する「政策の実験室」として地方自治が機能したとみることができ
よう。
　一方、特別定額給付金をめぐっては、小規模自治体でいち早く給付が開始される一方、大都市
では未だ申請書すら届かないところもあるといった課題も指摘されている。新型コロナで自粛を
強いられ、「政府」の存在感を否応なく感じる中で見えてきたのは、「中央」の限界と「地方」の
機動性であった。　
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県内自治体議会に関する調査について 

 当センターは本年度、自治体議員の政策調査活動の活性化に寄与し、それによる県内各地の住民

自治の強化を目的として、アンケート調査および取材を通じた県内自治体議会の基本データと議会

改革の取り組みなどの情報収集・整理、当センターウェブサイトや本誌を利用した情報提供などを

実施する。その一環として、「きらり光る自治体議会」と題し、県内各地の自治体議会における取

り組みを本誌で順次紹介していく。（編集部） 
 
 

きらり光る自治体議会の紹介 

ご紹介のトップは、横須賀市議会です。議会基本条例制定時を議会改革の第１段階のステージと

すると、その取り組みは着実に進み、すでに次のステージを歩んでいます。 
全国の地方議会を見ると、議会改革の先進議会は、議会基本条例制定第 1 号の北海道栗山町議会、
議会からの政策サイクルを確立し、全国の議会を牽引した福島県会津若松市議会、体系的、総合的

に改革を進めている北海道芽室町議会、議会運営サイクル、予算決算審査サイクルを定めている岐阜

県可児市議会、ミッションロードマップを明らかにしている滋賀県大津市議会などがあげられます。 
 
横須賀市議会は、「議会基本条例制定」後「横須賀市議会実行計画」を策定し、その策定経過の

公開、市民向けの「横須賀市議会なるほどガイド」第 6 版の発行など、市民に向けての情報公開
もしっかり行われています。 
政策検討会議での提案課題の選定の組み立ては非常に丁寧に行われ、その経過も、実行計画の中

でつぶさに報告されています。また、他の議会情報についても、議会ホームページを開くと、目的

にスムーズにたどり着くことができ、情報の更新も迅速です。 
 
今回は「横須賀市議会実行計画」の概略と「よこすか市議会なるほどガイド」を紹介いたします。 
また、今回の実行計画策定に深く係わられた伊関議員、角井議員にお話を伺うことができました。 
 

調査担当 横山 純子  

 

政策形成サイクルの確立に向け、議会改革は第２ステージへ 

―課題解決型の議会を目指して― 

 
公益社団法人神奈川県地方自治研究センター研究講師 横山 純子  
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横須賀市議会では、2019 年 4 月の市議会
議員選挙の後、この期 4 年間で取り組む課
題を、計画的に検討及び実施するとしていま

す。 
横須賀市議会ホームページで公表されてい

る「横須賀市議会実行計画」の概要をご紹介

します。 
 
 
Ⅰ．「横須賀市議会実行計画～未来へ
の羅針盤 2023～」の概要 
（計画期間：2019年 5月～2023年 4月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．はじめに 
 
本市議会は 2010 年 6 月に議決した議会基
本条例を最高規範とし、地方分権時代にふさ

わしい議会の姿を求めて、様々な議会改革に

取り組んできました。 
 これまでも、議会基本条例に掲げた取り組

みを着実に進めてきましたが、時代の変化に

応じた新たな課題に着手し、政策形成機能を

強化するため、議会改革（第 2 ステージ）
の柱の一つとして、関東学院大学とのパート

ナーシップ協定も活用しつつ、政策形成サイ

クルの確立を検討することとしました。 
 そして、本会議や委員会審査といった市政

のチェック機能に加え、市民の負託に応える

ために会派を超えて多様な行政課題への合意

形成に努め、政策形成能力を強化することで

幅広い住民ニーズを市政に反映させる仕組み

を構築し、実行計画として 4 年間の計画を
策定しました。 
 今後は本計画に基づき積極的に政策立案を

行い、また、議会改革を進めることにより、

誰もが安心して暮らせる、よりよい地域社会

の実現を目指します。 
 
２．横須賀市議会として取り上げる政
策立案・議会改革とその検討期間に
ついて 

 
今期の議員任期の 4 年間を通して横須賀
市議会が取り上げる政策立案と議会改革は以

下のとおりです。 
これらの課題を 2019年 5月からの 4年間
で計画的に検討及び実施していきます。 
【政策立案】 

・ 歯と口腔の健康づくり検討協議会（みん

なのお口歯ピネス協議会） 
2019 年 6 月に協議会を設置し検討を
開始。2020 年 3 月中旬にパブリックコ
メントを実施し、6 月定例議会での議案
提出を目指す 

・ 犯罪被害者等支援推進検討協議会 
・ こどもの権利条例 
・ 交通基本条例 
・ 広報広聴会議からの提案課題 
 
【議会改革】 
・ 反問権の付与について／議会制度検討会

議 
・ 議員定数の見直し／議会制度検討会議 
・ 市議会アンケートの実施／広報広聴会議 
・ 議会報告会の見直し／広報広聴会議 
・ 市議会だよりの見直し／広報広聴会議 
・ 出退掲示板の電子化／議会 ICT 化運営
協議会 
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・ 議案・議案説明資料・一般質問の議員提

供資料のインターネット公開／議会 ICT
化運営協議会 

・ 議場への大型スクリーン・プロジェクタ

ーの導入／議会 ICT化運営協議会 
・ 音声翻訳技術による議会中継の同時翻訳

／議会 ICT化運営協議会 
 
３．政策課題の選定について 
 
実行計画に位置づける政策課題の選定は、

政策検討会議において各会派から提案された

テーマの内容に応じて、次の基本的な考え方

のもと、まず最初に「提案の趣旨に全会派が

賛同し、議会全体で実行計画として取り組む

ことが相応しい課題」か確認し、取り組むべ

きと確認された課題に対し、選定基準に基づ

き、評価を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．基本的な考え方について 
 
(1) 「政策立案」であることを基本に、「条
例制定」及び「政策提案」のいずれかを行

うものとし、最終的な選択は詳細な検討を

行う課題別検討会議で協議します。 
(2) 4年間の実行計画の対象期間を考慮し、2
年間ごと、前期、後期の二つに分けます。 

(3) 後期の計画については、前期末に本市を
取り巻く社会情勢や行政課題などの変化を

踏まえて、再度協議を行います。 
(4) 選定しなかった政策課題については、実
行計画を進行管理する中で、本市を取り巻

く社会情勢や行政課題などを踏まえて、そ

の取り扱いの必要性などを検討します。 
 
５．選定基準について 
 
提案の趣旨に全会派が賛同し、議会全体で 
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議
会
制
度
検
討
会
議

公
報
広
聴
会
議

議
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
運
営
協
議
会

反問権の付与について

議員定数の見直し

市議会アンケートの実施

議会報告会の見直し

市議会だよりの見直し

出退掲示板の電子化

議案・議案説明資料・一般質問の議員提供資料のインターネット公開

議場への大型スクリーン・プロジェクターの導入

音声翻訳技術による議会中継の同時翻訳

政策形成サイクルの確立に向け、議会改革は第2ステージへ　3



 4

実行計画として取り組むことが相応しいと確

認されたテーマについて、下記の項目により

評価・選定を行います。 
ア 共通度 
 イ 市民生活度 
 ウ 市民満足度 
 エ 緊急度 
 オ 提案数 
 
６．政策等の検証について 
 
政策を有効的に実施していくためには、不

断の見直しと改善を行っていくことが必要で

あり、そのためには PDCA サイクルとして
Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（評
価）⇒Action（改善）を順次行い、政策がう
まく機能しているか、意図した効果が得られ

ているか、費用に見合っているかなど、政策

の改善につなげるために検証を行う必要があ

ります。 
計画を立てても目標が達成されないと意味

がありません。そのためにも横須賀市議会で

は課題別検討会議で協議を行った政策条例及

び政策提案については、政策立案後に検証を

行うこととし、その仕組みづくりを行いまし

た。 
検証を行う方法はさまざまあると思います

が、検証を行うにしても事業執行後、一定の

期間が必要と考えられ、その時点では課題別

検討会議は解散していることから、各部門別

常任委員会による所管事務調査として検証・

評価を行い、部局に報告を求めていくことに

しました。 
 
７．計画の見える化について 
 
これまで発信されている情報は、議案の審

査等に係る経過と結果を中心としたものです。

しかし、「議員や議会はそれ以外に何をして

いるかわからない」という問題点がありまし

た。 
今回策定した 1 期 4 年間の実行計画では、
政策立案だけではなく、これまで議会制度検

討会議、広報広聴会議、議会 ICT 化運営協
議会で検討を行ってきた議会改革に関する課

題についても、その工程を盛り込み、見える

化を図ることにしました。 
どうしてそうなったのか、というプロセス

を見せることやそのことを伝える議会広報の

強化や体制づくりを検討し、本当に市民が必

要な情報を共有しているかという視点から、

見える化を常に考え、市民の誰もが、知りた

いときに容易に情報を得ることができる状態

にするよう努めていきます。 
 
８．政策検討会議について 
 
政策検討会議の設置 
政策形成機能の強化を行う必要性から、個

別の課題検討し、議員提案や市長等への政策

提言を行うための課題別検討会議の設置など、

市議会の政策形成サイクルを回すための推進

組織として横須賀市議会基本条例第 22 条の
規定に基づき 2017年 5月 1日に設置されま
した。 
板橋衛委員長を含め 9 名の委員と 1 名の

オブザーバーで構成されています。 
 
検討経過 

2017年 5 月 11日の第 1回から、2019年
1 月 28 日の第 14 回まで、14 回にわたって、
政策形成サイクルと課題に対する協議を行い、

第 14 回では、これまでの協議結果の確認を
行った。 
 
2019年 5月～ 

4 月の横須賀市議会議員選挙後、石山満委
員長を含む 6名とオブザーバー1名で、再び
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政策検討会議が設置された。 
 
検討経過 
第 1 回 5 月 29 日 実行計画の策定につ
いて協議を行い、前期に提案された課題の中

から今年度検討すべき課題を 1 つ程度選出
することとした。 
 
第 2 回 6 月 19 日 検討する課題は「歯
と口腔健康づくり条例」とし、歯と口腔の健

康づくり検討協議会（通称：みんなのお口歯

ピネス協議会）の設置を決定した。 
今期の計画に位置付ける提案課題を各会派

及び無会派議員から募集することとした。 
  
第 3 回 8 月 29 日 募集に応じて提出さ
れた政策課題について、趣旨説明に対する質

問と意見聴取を行った。 
また、議会報告会における市民意見の報告

は、今後の実行計画策定の際の参考資料とし

て、各会派で活用することとした。 
 
第 4回 11月 19日 各委員から提出され
た提案課題の採点結果に基づき、6 位までの
8 つの課題について、担当部局の意見を聴取
することとした。 
 
第 5回 2020年 1月 30日 
第 6回 同年 2月 7日 
第 7回 同年 3月 4日 
この 3 回の会議で、実行計画に位置付け
る提案課題の選定について協議を行い、次の

とおり課題及び検討時期を決定した。  
・（仮称）犯罪被害者等支援推進条例 

2020年 5月から検討開始予定 
・こどもの権利条例 

2020年 12月から検討開始予定 
・交通基本条例 

2021年 12月から検討開始予定 

 
第 8回 2020年 3月 17日 
横須賀市議会実行計画「未来への羅針盤

2023」を策定した。 
 
 
Ⅱ．インタビュー 伊関功滋・角井基
両議員に聞きました！ 

 
5 月 19 日、横須賀市議会会派「よこすか

未来会議」団長の伊関功滋議員（5 期）と角
井基議員（7 期）に「横須賀市議会実行計画
～未来への羅針盤 2023～」策定に至るまで
の様々なお話と、これからの議会でどういか

していくかなどの熱い思いを直接伺いました。 

 
横山 「横須賀市議会実行計画策定」に至る

きっかけはなんでしたか？ 
伊関 一番大きかったのは、板橋現議長の議

会改革への熱意だと思います。 
議会の中には、政策サイクルの形成に向け

た動きに及び腰の雰囲気もあったのです。改

選後、私たちの前期の会派「研政」と会派

「無所属みらい」の議員が統合し、新たに

「よこすか未来会議」を結成しました。その

会派では、議会改革を推進したほうがいいと

いう意向でした。 
板橋さんは、これまで議長を 3 回務められ

角井基議員   伊関功滋議員 
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ています。その中で早稲田大学マニフェスト

研究所の北川先生のお話を聞かれて、強い印

象をお受けになったようです。 
また議長として、他議会の議員との意見交

換の場も多くあり、議会改革についての情報

に触れて、横須賀市議会について考える機会

も多かったと思います。 
板橋議長は、議会改革をもっと前進させた

いという思いが強く、板橋議長の粘り強い意

向は、「横須賀市議会実行計画」策定に至る

要素としては、大きかったと思います。 
 
横山 「横須賀市議会実行計画」策定のモデ

ルになった議会はありましたか。ミッション

ロードマップを作っている滋賀県大津市議会

や、ユニークな取り組みの多い岐阜県可児市

議会など、先進議会がありますが。 
伊関 可児市議会は、前会派で視察に行って

いて、去年、議運プラス広報広聴委員会と政

策検討会議の正副委員長で視察に行ったので

す。可児市議会は非常に良かったですね。う

ちには合うのではないかということで。 
ロードマップということでは、大津市議会

はロードマップで粛々とやっていますね。し

かし、ロードマップは、うちがすでにやって

いることも多かったです。（そもそも議会制

度検討委員会で議論を進めてきたので。） 
横須賀市議会議員研修会で大津市議会事務

局の清水さんのご講演も聞きました。そのほ

か、色々研究しましたが、その 2 つの市議
会の取り組みは大いに参考になっていますね。 
 
横山 改選前の期に「政策検討会議」を設置

されていますね。 
伊関 板橋さんは、2 度目の議長就任当時に
政策検討会議の設置を決定して、準備会を経

て、議長交代の後、政策検討会議の委員長に

就任されました。 
私たちの会派も、どうしても議員提案条例

の制定の取り組みや、その実行計画を立案制

定したいということで、議論に議論を重ねて、

各会派間の協議を進めてきました。 
前期の政策検討会議は、各会派の代表と参

加を希望したオブザーバーの無会派議員で構

成し、議論を進めました。 
角井 前期の政策検討会議にも伊関議員が当

初から参加しています。今回の議員改選後、

板橋さんは 3 度目の議長に就任されました。
伊関議員も、今期の政策検討会議のメンバー

として、実行計画策定に関わっています。 
  
横山 40 人を超える規模の議会で、政策サ
イクル実現のための「実行計画」策定まで、

よくまとめられましたね。 
伊関 すべての会派、無会派議員の意見を 1
つにまとめるのは、なかなか難しかったです。

そこで、大きな会派の意見だけではなく、小

さな会派や無会派議員にも配慮した進め方を

しました。本当にやりたいことを全部入れる

ことはできませんでしたが、議会の力で政策

条例をつくるという基礎はつくれたと思いま

す。 
会派や個人の議員がやりたいことを提案し、

評価の点数を付けていったのですが、その点

数に関してはすべてが望み通りにはいきませ

ん。話し合いで譲りながらも、大切な部分は

取り入れることができたかなと感じています。 
議長がぶれずにサポートしてくださり、政

策検討会議のメンバーをある程度固定して、

運営したことが良かったと思います。 
また、政策検討会議の中で、広報広聴委員

会で提案された意見を条例化する案件を１つ

はやりたい。そうすると 4 年間には必ず 1
つやることになります。 
角井 とりあえず、仕組みはできたというと

ころですね。どこかのひな型を持ってきたみ

たいなことではなく、4 年間きちっと動かし
ていかないといけないと思います。 
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横山 龍谷大学の土山先生が、議員力を強め

るだけでなく、議会力で政策を実現するとい

うことをおっしゃっているのですが。 
伊関 それも議長は考えておられて、今期中

に議会事務局を議会局にしたいとお考えです。

議員の政策能力の向上と職員の調査能力の向

上ですね。今はコロナになってしまい、職員

の動きも削減のほうになってしまって……。

局に変えても、名前だけになる可能性もあり

ますが、現在は議員の秘書的な機能しかない

けど、議会局に変えればもう少し動きが良く

なるかな。 
角井 北川先生はずっと「議会局」と言って

いるよね。 
伊関 いろんな場面で言われています。 
 
横山 政策検討会議の議論は、議員としてと

ても貴重な勉強のチャンスになったのではあ

りませんか？ 
伊関 政策検討会議の議論も多くの時間を使

って取り組みましたが、政策検討会議に提案

する内容について、事前に会派で議論を重ね

て練り上げるわけで、会議が多かったです。 
角井 昔の市議会と比べると、本当に多くの

時間を使って勉強し、議論を重ねましたね。

会派での話し合いの中で、若手の議員にとっ

ては、どのように活動するのか、議会での質

問の組み立てや、政策を実現していくための

取り組み方など、貴重な時間になっていると

思います。 
伊関 優秀な若手議員もいますよ。うちの会

派は若手だけでなく、ベテランもいるので、

年齢構成の階層がうまく分かれています。 
角井 若手も優秀な人がいますね。4 年たっ
たら随分変わると思う。楽しみですね。うち

は会派内での議論には非常に時間をかけてい

ますよ。 
 
横山 関東学院大学と横須賀市議会は「包括

的パートナーシップ協定」を結ばれています

が、この「実行計画」とのかかわりはどのよ

うなものですか？ 
伊関 関東学院大学とは、県内初の議会との

「包括的パートナーシップ協定」を 2016 年
3 月に結んでいます。実行計画、ロードマッ
プの検証は、最終年度に議会が自己評価を行

いますが、関東学院大学には、4 年目の最後
の半年ぐらいで外部評価をお願いする予定で

す。 
 
横山 広報広聴の充実も政策検討会議で課題

として入っていましたが。 
伊関 広報広聴会議では、議会報告会と議会

だよりを受け持ちますが、うちの会派で委員

長をやっています。 
角井 広報広聴会議は範囲がたいへん広いの

ですが、懸命に課題に取り組んでいます。 
議会報告会も次第に形骸化してきているし、

参加者も少ないなどの問題点もあるので、議

論しながら方向性を考えていきたいと思いま

す。 
 市議会だよりは、定例会ごとの発行になり

ましたが、もっと市民に親しんで読まれるよ

う、引き続き見直しはしなければいけないと

思っています。（今の形になったときの編集

委員長は角井議員でした。） 
 
横山 「実行計画」の次への展開は、どう考

えていますか？ 
伊関 「議会実行計画」の PDCA サイクル
をしっかり回していきたいと考えています。

まずは、しっかり方向性を決めて、実行する

道筋を立てたい。課題別検討会議は条例をつ

くるまでということになっています。 
議員提案で政策条例を制定しても、時代に

遅れることもあり、条例は廃止もあり得るの

で、検証が大事だと思います。検証なくして

議員提案の条例をつくったと言えるのか。作
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っただけで終わってはいけないと思っていま

す。 
実効性の担保をどうとるかというのが問題

です。常任委員会にやってもらうのだけど、

かなりきついと思うので、政策検討会議の 3
年目に何かの条例を検証しましょうというこ

とを入れ込んでいくつもりです。3 年目だか
ら、来年です。検証について、議会制度検討

会議に提案したけれども、やらないというの

で、こちらでやるということです。それをき

っちりやっていきたいと思います。 
 
横山 2 月、3 月の予算審査の議会中に新型
コロナ問題で、議会もその対応に苦慮されて

いると思います。コロナ対策については、議

会としてどのような取り組みをされています

か。 
角井 新型コロナへの対応については、「新

型コロナウイルス感染症対策検討協議会」を

設置して、そこで取り組むことになっていま

す。補正予算を計上する臨時議会が 4 月末
に開かれ、6 月定例議会の直前にも予定され
ています。 
 議会運営では、ネット中継がされており、

今は本会議、委員会とも傍聴をご遠慮いただ

いています。 
 
（＊「新型コロナウイルス感染症対策検討協

議会」は、現在活発に行われています。） 
 
横山 貴重なお話を伺い、ありがとうござい

ました。「実行計画」の成果を期待していま

す。 
 
 
 
 
 
 

表 横須賀市議会の新型コロナウイルス感染

症対策の取り組み 

5/7 

「横須賀市議会の新型コロナウ

イルス感染症対策検討協議会運

営要綱」施行 
現員 6名、オブザーバー1名 
「新型コロナウイルス感染症対

策検討協議会」で協議を開始。

週 1回から 2回開催 

5/18 

新型コロナウイルスの対策等に

関する 100 近い項目のうち、急
を要する要望・確認事項につい

て（37 項目）、上地市長へ申し
入れた。 
3 月 2 日付の市議会からの市長
への申し入れに対する回答は 3
月 6日に得ているが、37項目め
で、その後の経過の確認を求め

ている。 

5/21 
議会の申し入れについて、市長

から回答があった。 

5/25 

新型コロナウイルスの対策等に

関する要望・確認事項について 

5 月 21 日の回答のうち、13 項
目について再度の要望及び確認

を申し入れた。 

5/28 

協議会からの第 2 回要望及び確
認 13 項目について、市長から
回答があった。 
協議会のインターネット中継お

よび録画公開を開始。 
 
 
 
 
 
 
 
 

8　自治研かながわ月報 2020年6月号（No.184）



 9

 
＊横須賀市議会の議会実行計画の成果に注目！ 

 
今期の議員任期の 4 年間を通して取り上げる政策立案と議会改革の課題を明確にし、その工程

表を公表して、4 年間で計画的に検討、実施するとして、課題解決型議会への道を進む横須賀市
議会の取組みは注目されます。 

 
「横須賀市議会実行計画」策定に努力された横須賀市議会のベテラン議員お二人へのインタビ

ューでは、実行計画を読むだけでは見えない様々なご苦労がわかり、徹底した議論で物事を進め

る大変さとその力を実感させられました。新型コロナ対応で大変な中、貴重なお話を伺うことが

できました。 
 

＊「横須賀市議会実行計画」の参考資料として、各会派、議員個人からの提案課題の分類と取組

内容、提案課題採点結果一覧表、採点内容が公表されています。 
 

＊ 各地方議会は、2 月、3 月の予算議会のさなかで、新型コロナへの対応に追われることにな
りました。傍聴の自粛要請や、会議の予定を変更した議会、一般質問の見合わせなど、様々な

影響が出たようです。 
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でもどこでもお気軽にご覧いただけるように
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横須賀市議会  
 
 
「よこすか市議会なるほどガイド」には 
・ 横須賀ヒストリー ～年表でたどる郷土

の歴史～ 
・ 議会ってどんなところ……議場の様子な

どをイラストでご案内 
本文は 
1 しくみ……市議会はどんなしくみなのか
しら？ 

2 運営……市議会でなにをやってるのか
な？ 

3 市民と市議会……私たちと市議会のつな
がりって何かしら？ 
この 3 つのパートで議会について詳しく
説明しています。また、資料編、Q＆A があ
り、全 71 ページです。2019 年 12 月に、
26,000部発行しています。 
「議会でゲンキ！ まちの将来を話し合

う場所」という表紙の文章が、横須賀市議

会の意気込みを表しているように感じます。 
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図る議会へ』ぎょうせい、2019 年 
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１．従来からの取り組み 
 
議会・議員活動のあり方が社会的に問われ

るようになって久しくなります。多くの議会

で議会改革の必要性が声高に叫ばれ、幾多の

改革が進められてきました。本市においても、

私が初当選した頃と比較すれば、議会のあり

ようが著しく変わったといえます。そして、

議員の個々の活動も紙ベースでの議会報告か

ら、今ではＳＮＳを用いた情報発信も多くの

議員が行うまでになっています。 
こうして、議会全体での改革も進められて

きているのですが、議会を構成する会派とし

ての取り組みも進めており、ここでは、その

報告をさせていただきます。 
議員の日常的な活動は、地域住民や様々な

団体・市民からの相談ごと、お願いごとに応

対し、それを解決していく世話役活動、個人

あるいは自らが参加する団体として政策的な

実現をめざす活動、そして、議会という場で、

行政の監視機能を果たす議員本来の活動があ

るといえます。 
議会は、それぞれが選挙を通して選ばれた

個人で構成されていますが、主義主張や政策、

政治信条を同じくする議員が集まって会派を

作り、それによって秩序立った運営がなされ

ています。 
会派としての活動は、議案や請願・陳情を

どのように扱い、処理していくのか、その合

意形成をしていくことにあるのですが、首長

が行政を司る上での予算づくりに会派として

の意思を反映させていくことも大きな活動の

一つであるといえます。これは、いずれの会

派も以前から行っていることですが、毎年、

次年度の予算編成に向けた会派としての予算

要求を市長あてに提出しています。 
ところで、今から 5 年前の 2015 年の市議

会議員選挙の後、それまでの会派に入れ替わ

りがあって、5 名のうち 40 歳代の議員が 2
名となり、大きく若返りました。それによっ

て、会派内の活動がたいへん活性化していき

ました。 
この年もそれまでと同じように予算要求を

作ったのですが、作った後、それを市民に公

表して、それに対する市民からの意見を聞き、

それを基に再検討して、その中から予算要求

に盛り込めるものは盛り込むように改善する

ことが提案され、実行に移しました。予算要

求づくりに市民が参加する形となったのです

から、大きな一歩でした。 
9 月定例議会の開会中で会議のない日に市
民との「意見交換会」を開き、それを踏まえ

て若干修正を加えたものを予算要望として提

出しました。 
そして、年が明けて、2016 年 3 月定例議

会に新年度予算案が提示されたのですが、そ
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の中に予算要望がどのように反映されている

のかを精査し、3 段階での評価をしたものを
一覧表にまとめ、それを市民向けに発表する

場を設けました。このときからその会議に

「よこすか未来会議」という名称を用いるよ

うになりました。 
その年の 9 月には、前年と同じように予

算要望をまとめたのですが、ここでは前年の

要望に対する市側の回答、代表質問に対する

答弁を経て、新たなものを作りました。そし

て、前年と同じように市民の意見を聞く「第

2 回よこすか未来会議」を開きました。これ
によって、要望を作り、市民に提案、修正し

て提出、市側の回答・政策実現を評価して、

前回の要望を見直す、というＰＤＣＡサイク

ルによる政策形成づくりが回りだすことにな

りました。 
201 年からは、秋と春、年 2 回の「未来
会議」を 1 日だけではなく 2 日にわたって
開き、より多くの市民に参加してもらうよう

に努め、このサイクルを 4 年間続けてきま
した。 
 
２．新しい会派の結成、新しいマニフ
ェストづくりへ 

 
2019 年 4 月に市議会議員選挙があり、改

選後、それまでの会派と前市長を支持してい

た会派「無所属みらい」、それに新人も加わ

って 13 名からなる新しい会派「よこすか未
来会議」が結成されました。会派名は、折衷

案という形ですが、結果として、それまでの

意見交換会の名称と同じものになりました。 
そして、新しいメンバー構成となったのだ

から、新しく会派としての政策を作ろうとい

うことになりました。個々の議員の政策はも

ちろん入れ込むのですが、その他に一般市民

が持つ要望も政策化していこうということに

なり、「市民と議員のよこすか未来会議」を

6月中旬の土曜、日曜の 2日間開きました。
これまでにはない、画期的な取り組みであっ

たといえます。 
そこでは、街づくり、経済・インフラ、教

育・福祉、の 3 つのグループに分けて意見
交換し、なるべく少人数で意見の出しやすい

方式を採用したのですが、見込みどおりたい

へん多くの提案を頂戴することができました。 
月になってから、これを整理してマニフ

ェスト作りに取りかかりました。市民からの

提案に、それぞれの議員が持っている政策を

書き出して加えました。これらは、1 つの政
策を 1 枚のカードに書き、それを課題テー
マごとに計 15 項目に分類していくという作
業で行われましたが、これだけで 1 日半も
の時間を要することになりました。その後、

分類したものをそれぞれが分担して文章化し、

それで議論を始めるためのたたき台、マニフ

ェストの原型ができあがりました。 
項目としては、行財政改革、議会改革、多

様性、子ども、教育、障害者福祉、高齢者福

祉、医療･保健、安全･安心、環境、まちづく

り、地域交通、公共施設、地域経済、観光で

した。できてみると、項目ごとの課題の数に

偏りができていました。最初に市民の方々か

ら出された意見を分類し、それを項目立てし

たことによるものですが、再度それを分類し

直すことにも難しさがあり、そのまま用いる

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民と議員のよこすか未来会議の様子 
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こととしました。 
その後は、およそ 1 週間に 1 回のペース
で会議を開き、ものすごくボリュームのある

原案を一つずつマニフェストの形に作り上げ

ていきました。ともかく、膨大な時間が費や

されました。 
新しい会派で、若い世代が多数を占めてい

るのですが、新人 3 名を含め、誰もが自由
に発言できる雰囲気があり、それぞれが自身

の考え方を述べ、議論をするので、1 項目に
ついて議論する時間がたいへん長くなりまし

た。それゆえ、トータルで膨大な時間を要す

ることになりました。しかし、それだけ、自

由闊達な会派であるということはすばらしい

ことですし、それによって、各々の主義主張

や考え方がよく分かり、次第に仲間意識が醸

成されていったようにも感じています。 
 
３．マニフェストを基にした政策提言 
 
次は、このマニフェストを基にして次年度

予算に向けた市長への「予算要望」づくりで

す。例年 9 月下旬か 10 月初めに提出してお
り、それに合わせるには 1 か月間で形にし
なくてはなりません。しかし、すでに 2019
年 9 月定例議会が始まっており、議会日程
の合間をぬって週 2 回の会議を開き、議論
を重ねていきました。 

マニフェストの項目一つについて、それを

実現するための具体的な方策を少なくとも 1
つ以上は挙げていきました。それをすべての

項目について行うのですから、たいへんな労

力を要しました。しかも、場合によっては意

見が相反することもあり、それを議論して一

つにまとめるのですから、根気のいる作業で

もありました。 
空いている日はすべて会議というという印

象で、しかも、朝から夕方まで、所用があっ

て途中で抜ける人はあっても、一日中行うこ

とが常でした。 
そして、全体で 120 項目に及ぶ政策集が
できあがりました。そして、「予算要望」と

いう名称ではなく、自らの政策を入れ込み、

会派としてその実現をめざすものでもあるこ

とから、あえて「政策提言」としました。 
これまでの会派の予算要望にはなかったよ

うな特徴的な課題を挙げてみると、〇市役所

において職員が子育てや介護をしやすくする

ための在宅ワークの検討、〇保育士不足の解

消へ潜在保育士の掘り起こしや復職支援の強

化、〇全小学校に全児童が放課後を安全安心

に過ごせる居場所の確保、〇中高生が勉強や

交流のできるフリースペースの整備、〇所有

者不明である樹木の越境・倒木への対応策づ

くり、などがあります。 
10 月 2 日には、市民向けのマニフェス

     
 
 
 
 
 
 
 
 

膨大な時間をかけてマニフェストを作成 
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予算化・事業化されて実現、④実

現の見込み、③前向きな答弁など

進展、②会派として対応したのみ、

①未対応、の 5 段階での評価を
したのですが、何も手を付けてい

ない未対応が目立ったことは事実

であり、それらの実現に向けて取

り組みを強化する必要性を感じた

ところです。 
これらの評価結果を発表する

「公聴会」を定例議会の終えた 4
月下旬に計画していました。しか

し、3 月に入って、新型コロナウ
イルスが全世界的に拡散し、日本国内でも感

染者が著しく増え、市内でも、多くの人が集

まるイベントや集会などはすべて中止となっ

たことから、多人数の集まる発表会は行わず、

インターネットで同じようなものを配信し、

市民向けに説明しようと計画の変更をしまし

た。 
しかし、4 月になって、市内でも感染が拡
大し始めたことに伴い、会派の議員全員が長

時間集まることも感染の危険性があることか

ら、それも中止せざるを得なくなりました。

4月 日には、新型コロナウイルスの感染拡

大に備える改正特別措置法に基づく緊急事態

宣言が発令されるに至りました。たいへん残

念なことですが、とても発表会をしているよ

うな状況ではなくなってしまいました。今後、

ある程度終息し、落ち着いた時点で報告する

機会を設定する予定です。 
 
６．今後の展望  
 
このようなマニフェストづくりは、私にと

ってこれまでに経験したことのないものでし

た。これまでは、従来ある要望項目を見直し

て、新たな項目を付け加える、あるいは削除

し、修正していく、それで新しい要望を作る、

そのような形が通例でした。 
しかし、今回は、何もないところから、作

り上げていったのです。しかも、半分以上は、

新しい会派に集まって、初めて議論をするメ

ンバーでした。当初は、どのように作ってい

くのか、おそらくは誰にも分からず、皆で話

し合って進めていく以外にはありませんでし

た。まさに、全員が一つになって作り上げた、

会派としての結晶であるということができる

と思います。 
今回は、残念ながら、最終ラウンドである

報告をする公聴会を開くことができなかった

のですが、評価の結果を「マニフェスト進捗

状況の報告書」にまとめ、5 月末にそれを会
派のホームページに掲載しました。ご一読願

えれば幸いに存じます。また、コロナ禍での

まちづくりをどう進めるのか、初めての試み

ですが、一般市民にも参加を呼びかけての

「オンライン未来会議」を 6 月末に計画して
います。 
そして、次の年度に向けた政策提言づくり

が始まります。政策づくりにおけるＰＤＣＡ

サイクルを回すことによって、市議会という

場を通し、本市を、市民にとって少しでも住

みやすい、喜ばれるまちに変えていくことが

できると信じています。
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よこすか未来会議マニフェスト 2019-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※見出し・項目のみ抜粋 
 
1. 行財政改革 
 行政改革を進めます 
 近隣自治体との広域行政を進めます 
 データに基づいて政策をつくります 
2. 議会改革 
 市民の声を聴いて政策に反映させる仕
組みを設けます 

 議会の「見える化」を進めます 
3. 多様性 
 多様性を尊重し、誰もが自分らしく生
きられる横須賀を目ざします 

4. 子ども 
 待機児童ゼロを実現します 
 全小学校に安心安全な放課後の居場所
と学童クラブをつくります 

 社会的養護下の子どもたちを支えます 
5. 教育 
 子どもたちに適切な教育環境を整備し
ます 

 教師の多忙化を解消し、学校教育の質
を向上します 

6. 障害者福祉 
 障害のある方が活躍できる場を増やし
ます 

 障害のある方が社会参加しやすい環境
を整えます 

7. 高齢者福祉 
 高齢者が安心して人生を送れるまちに
します 

 活用で高齢者をしっかり支えま
す 

 高齢者の社会参加・生涯学習の機会を
充実させます 

8. 医療・保健 
 地域医療体制を強化します 
 自殺対策を推進します 
9. 安全・安心 
 災害に備えた体制づくりを整備します 
 災害時の情報伝達方法を改善します 
10. 環境 
 豊かな自然環境に親しみやすくします 
 外来生物等への対策を進めます 
11. まちづくり 
 新規のミニ開発を抑制し、再開発や空

き家の活用を進めます 
 駅前再開発に市も参画して、公共施設

と一体的に整備します 
 問題空き家を予防し、まちの価値を維

持します 
 小学校ごとの地域コミュニティをつく

ります 
12. 地域交通 
 交通不便地域の解消に向けて公共交通

を強化します 
 2 つの久里浜駅をつなげるなど、交通

結節点の強化をします 
 国道 35 号を内陸ルートにして国道

16号の渋滞を解消します 
13. 公共施設 
 市民ニーズに応えて貸館施設をリニュ

ーアルします 
 地域の声を聴いて公園のルールと設備

を見直します 
 近現代史を伝える博物館を整備します 
14. 地域経済 
 起業・創業・中小企業の経営の悩みを

支援します 
 外国人の消費を喚起するためキャッシ

ュレス化を推進します 
 商店街を居心地のいい空間にし、人の

流れをつくります 
 企業誘致の奨励策を改善します 
15. 観光 
 観光資源に磨きをかけ、観光客の満足

度を向上します 
 海辺を効果的に活用した観光地を実現

します 
 歴史遺産に正面から光を当てた観光資

源の活用をします 
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はじめに 
 
 行政と民間事業者（企業・ＮＰＯなど）の

間で締結する契約（以下、「公契約」）に関

連する条例として、200 年に山形県公共調

達基本条例が制定され、2009 年には千葉県
野田市において公契約の下で働く者に支払わ

れるべき賃金の最低額（以下、「下限額」）

を規定する公契約条例が制定された。以降、

全国各地の自治体で公契約に関する条例が制

定され、管見の限りでは 2020 年 3 月末時点
で計 61を数える。 
 本稿では、全国の自治体における公契約に

関する条例の制定状況を確認した上で、賃金

条項に焦点を当て、その特徴と傾向を明らか

にするとともに、今後の課題を提示したい。 
 
１．公契約条例と公契約基本条例 
 
 本稿では、公契約に関する条例のうち、下

限額を規定する条項（以下、「賃金条項」）

を含む条例を「公契約条例」、賃金条項を含

まず、公契約のあり方を規定した条例を「公

契約基本条例」（以下、「基本条例」）と定義

する。2020 年 3 月末までに全国各地の自治
体で制定された 61 の条例を分類すると、公
契約条例 24、基本条例それぞれ 3 となって

いる。 

２．制定条例の傾向分析 
 
 公契約に関する条例を制定年別に整理し、

制定条例数の推移をみたのが図表１である。

200 年に基本条例、2009年に公契約条例が
制定されて以降、毎年条例が制定されている。

公契約条例は 2011 年から 2015 年にかけて
複数の自治体で制定されてきており、近年は

基本条例の制定が多くみられる。 
 次に、制定条例を地方別に整理したのが図

表２である。関東地方が 19 条例と最も多く、
中部地方が 1 条例、近畿地方が 12 条例と
続いている。地方別に条例制定数の違いはあ

るが、全国各地で制定され、近年は関東地方

と中部地方での制定数が多くなっている。公

契約条例 24 条例のうち、約 割にあたる

1 条例が関東地方で制定されている。基本

条例の制定が最も多いのは中部地方で、15
条例が制定されている。 
 都道府県別にみると、東京都、愛知県（各

11 条例）、兵庫県（5 条例）、岐阜県（4 条
例）、岩手県、神奈川県（各 3 条例）、秋田
県、埼玉県、千葉県、三重県、京都府、奈良

県（各 2 条例）、北海道、福島県、群馬県、
石川県、長野県、和歌山県、広島県、香川県、

高知県、福岡県、沖縄県（各 1 条例）と 23
都道府県の自治体で条例が制定されている。 

 

の 向に  

―2019 年度末時点における賃金条項の現段階― 
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体で制定された 61 の条例を分類すると、公
契約条例 24、基本条例それぞれ 3 となって

いる。 

２．制定条例の傾向分析 
 
 公契約に関する条例を制定年別に整理し、

制定条例数の推移をみたのが図表１である。

200 年に基本条例、2009年に公契約条例が
制定されて以降、毎年条例が制定されている。

公契約条例は 2011 年から 2015 年にかけて
複数の自治体で制定されてきており、近年は

基本条例の制定が多くみられる。 
 次に、制定条例を地方別に整理したのが図

表２である。関東地方が 19 条例と最も多く、
中部地方が 1 条例、近畿地方が 12 条例と
続いている。地方別に条例制定数の違いはあ

るが、全国各地で制定され、近年は関東地方

と中部地方での制定数が多くなっている。公

契約条例 24 条例のうち、約 割にあたる

1 条例が関東地方で制定されている。基本

条例の制定が最も多いのは中部地方で、15
条例が制定されている。 
 都道府県別にみると、東京都、愛知県（各

11 条例）、兵庫県（5 条例）、岐阜県（4 条
例）、岩手県、神奈川県（各 3 条例）、秋田
県、埼玉県、千葉県、三重県、京都府、奈良

県（各 2 条例）、北海道、福島県、群馬県、
石川県、長野県、和歌山県、広島県、香川県、

高知県、福岡県、沖縄県（各 1 条例）と 23
都道府県の自治体で条例が制定されている。 

 

の 向に  

―2019 年度末時点における賃金条項の現段階― 

 
公益社団法人神奈川県地方自治研究センター研究員 野口 鉄平  
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 制定条例を自治体区分別に整理すると、都

道府県 、政令市 3、中核市 9、市区 40、町
2 となっている。内訳については、公契約条
例が政令市 2、中核市 3、市区 19、基本条例
が都道府県 、政令市 1、中核市 6、市区 21、
町 2 となっており、都道府県および町村で
は公契約条例は未だ制定されていない。 
 
３．賃金条項の現段階 
 
 公契約条例においては、下限額を設定する

規定のほか、それが適用される公契約の範囲、

下限額の算定で勘案する基準、必要な手続き、

実効性を担保するための措置などが定められ

る。以下、賃金条項を含む 24 の公契約条例
の傾向と特徴について整理する。 

 
（1）条例が適用される公契約の範囲 

 条例が適用される公契約の範囲について、

一般に公共工事と業務委託、指定管理が適用

図表１ 制定条例数の推移 

制定年  公契約条例  基本条例 計 
200 年   1 山形県 1
2009年 1 野田市  1
2010年 1 川崎市 1 江戸川区 2
2011年 2 多摩市、相模原市 ※1 高知市 3
2012年 3 渋谷区、国分寺市、厚木市  3
2013年 2 足立区、直方市 2 前橋市、秋田市 4

2014年 ※5 千代田区、三木市、草加市、
高知市、世田谷区 

4 長野県、奈良県、四日市市、 
大和郡山市 

9

2015年 4 我孫子市、加西市、加東市、
豊橋市 

3 岐阜県、岩手県、京都市 

2016年 
1 越谷市 大垣市、加賀市、愛知県、 

丸亀市、尼崎市、旭川市、 
郡山市 

201 年 
1 目黒区 碧南市、湯浅町、花巻市、 

尾張旭市、由利本荘市、 
津市、高山市 

201 年 
2 日野市、豊川市 向日市、大府市、沖縄県、 

田原市、北上市、庄原市、 
丹波篠山市 

9

2019年 1 新宿区 2 豊明市、岡崎市 3
2020年 1 杉並区 3 岐阜市、西尾市、東郷町 4
合計 24 ※3  ※62

※2020 年 3 月現在。高知市は 2011 年 12 月に基本条例を制定後、2014 年 9 月の条例改正により公契約条例の
内容となった。条例制定を基本条例、条例改正を公契約条例の集計に含めているため、集計上、基本条例の合計
は 3 、全条例の合計は 62となる（2020年 3月末時点の基本条例の実数は計 3 、全条例の実数は計 61）。 

図表２ 地方別条例制定数 

地方 公契約 
条例 

基本 
条例 計 

北海道 0 1 1
東北地方 0 3  3
関東地方 1 4  2 19 4
中部地方 2 1  15 10  1 11
近畿地方 3 9 4  12 4
中国地方 0 1 1  1 1
四国地方 1 1 2
九州地方 1 1 1  2 1
合計 24 5  3 19  61 24

※2020 年 3 月末現在。括弧内は直近 3 年間
（201 年以降）の条例制定数。 
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対象となっている（図表３）。ただし、すべ

ての事業に下限額が適用されるのではなく、

各自治体が設定する一定の予定価格を上回る

事業に限って適用されている 1。 
①公共工事 
 下限額の適用対象となる公共工事について

は、最も低い新宿区で 2 000万円以上、最も
高い川崎市で 6 億円以上に設定されている。
内訳は 2 000万円以上が 1自治体、3 000万
円以上が 1自治体、4 000万円以上が 1自治
体、5 000 万円以上が 自治体、9 000 万円
以上が 1 自治体、1 億円以上が 自治体、1
億 5 000万円以上が 4自治体、1億 000万

円以上が 1自治体、6億円以上が 1自治体で
ある 2。 
②業務委託 
 業務委託においては、最も低い相模原市お

よび高知市で 500 万円以上、最も高い足立
区では 9 000万円以上が適用対象となってい
る。金額別にみると、500 万円以上を対象と
するのが 2 自治体、1 000 万円以上が 1 自

治体、2 000 万円以上が 2 自治体、3 000 万
円以上が 1 自治体、9 000 万円以上が１自治
体となっている 3。 
 草加市、世田谷区、新宿区の 3 自治体は
一定金額を上回る業務委託すべてを適用対象

図表３ 公契約条例の適用範囲 

自治体名 公共工事 業務委託 指定管理 
野田市 4 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ○ 
川崎市 6億円以上 ※ 1 000万円以上 ○ 
多摩市 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 △ 
相模原市 1億円以上 ※  500万円以上 500万円以上
渋谷区 1億円以上 ※ 1 000万円以上 △ 
国分寺市 9 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ※ 1 000万円以上
厚木市 1億円以上 ※ 1 000万円以上 △ 
足立区 1億 000万円以上 ※ 9 000万円以上 △ 
直方市 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ※ 1 000万円以上
千代田区 1億 5 000万円以上 ※ 3 000万円以上 ○ 
三木市 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 1 000万円以上
草加市 1億 5 000万円以上 1 000万円以上 1 000万円以上
高知市 1億 5 000万円以上 ※  500万円以上 ○ 
世田谷区 3 000万円以上 2 000万円以上 2 000万円以上
我孫子市 1億円以上 ※ 2 000万円以上 2 000万円以上
加西市 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ※ 1 000万円以上
加東市 1億円以上 ※ 1 000万円以上 △ 
豊橋市 1億 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ◆ 1 000万円以上
越谷市 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 1 000万円以上
目黒区 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 △ 
日野市 1億円以上
豊川市 総合評価入札および 1億円以上 ※ 1 000万円以上 ◆ 1 000万円以上
新宿区 2 000万円以上 1 000万円以上 ○ 
杉並区 5 000万円以上 ※ 1 000万円以上 ○ 
※2020年 3月末現在（公布年月日順）、自治体ウェブサイトの情報をもとに筆者作成。 
※欄内の※印は表記の予定価格を上回る事業のうち、首長等または規則で定めるものに限り賃金条項を適用。 
※指定管理欄内の△印は首長等または規則で定めるものに限り賃金条項を適用、◆印は表記の予定価格を上回る
公募事業に限り適用。 
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としているが、それ以外の自治体は一定金額

を上回る業務のうち、特定の業務に限って適

用対象としている。 
 下限額の適用対象とする業務を具体的にみ

てみると、施設清掃を対象とする自治体が

1 と最も多く、多い順に、学校給食調理 14
自治体、施設警備 12 自治体、受付案内 9 自
治体、施設・設備の運転管理、電話交換各

自治体、廃棄物等収集・運搬 6 自治体、施
設の管理運営 5 自治体、施設・設備の保守
点検、窓口業務、駐車場管理各 4 自治体、
屋外清掃、車両運行、街路樹の維持管理、剪

定・雑草・資源物等処分各 3 自治体、電算
関連業務、廃棄物処理施設の運転管理、草

花・樹木管理、学校給食運搬、保育施設の運

営、学童保育施設の運営各 2 自治体が対象
となっている。このほか、管理業務、相談支

援、料金徴収、人材派遣、外国語指導、高齢

者支援、障がい者支援、食堂、ファミリー・

サポート事業、移動図書館、プール開放、体

育大会の運営が各 1 自治体で対象とされて
おり、さまざまな業務が下限額の適用対象と

なっている。 
 適用対象とする業務を限定していない 3
自治体を除き、1 自治体あたりの適用対象業
務の種類が最も多いのは我孫子市の 1 業務

で、野田市、越谷市が 9 業務、多摩市、直
方市、千代田区が 業務、川崎市、相模原

市、厚木市、三木市、豊橋市が 業務、豊

川市が 6業務、高知市、加西市、加東市が 5
業務などとなっており、いずれの業務を適用

対象とするかは、自治体ごとに違いがみられ

る。 
③指定管理 
 指定管理については、①すべての指定管理

協定を対象とする 6 自治体のほか、②一定
金額以上の協定を対象とする 6 自治体、③
金額を問わず、首長等が必要と認める施設の

みを対象とする 6 自治体、④一定金額以上

の協定のうち、首長等が必要と認める施設の

みを対象とする 3 自治体、⑤一定金額以上
の公募により指定管理者を選定した施設の協

定のみを対象とする 2自治体がある。 
 
（2）下限額の名称 

 各公契約条例における下限額の名称をみる

と、「労働報酬下限額」が 15 条例、「労務
報酬下限額」が 4 条例、「労働賃金基準額」、
「作業報酬下限額」、「賃金の最低額」、「最

低額」、「賃金下限額」が各 1 条例となって
いる。 
 
（3）下限額の算定基準 

 下限額算定の際に勘案する基準は自治体に

よって異なり、いかなる基準を採用するかは

多くの場合、条例、施行規則のいずれかに明

示されている。 
 公共工事に関しては、すべての自治体で農

林水産省および国土交通省が工事費の積算に

用いるための公共工事設計労務単価（以下、

「設計労務単価」）が採用されている。 
 業務委託および指定管理（以下、「業務委

託等」）に関しては、地域別最低賃金、自治

体職員の給与を基準に挙げる条例が各 14 自
治体と最も多く、生活保護水準、当該業務の

標準的賃金が各 5 自治体、建築保全業務労
務単価が 2 自治体、賃金構造基本統計調査、
国民生活基礎調査が各 1 自治体で採用され
ているほか、その他の公的機関が定める基準

などが 9自治体で勘案されている。 
 自治体職員の給与を勘案する場合、正規職

員（行政職・現業職のいずれか）の初任給を

勘案する自治体と会計年度任用職員の時給額

を勘案する自治体がある。2020 年度の下限
額設定にあたって自治体職員の給与を勘案し

た 14 自治体のうち、正規職員（高卒初任給
など）の給与を勘案したのは 10 自治体、会
計年度任用職員の時間給を勘案したのは 5
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自治体であった（1 自治体は正規職員と会計
年度任用職員の両方の給与を勘案）。 
 
（4）下限額の設定 

①公共工事 
 2020 年度の下限額をみると、公共工事に
おいては設計労務単価 4の 5％から 91％の
金額が設定されている（図表４）。具体的に

は、91％を採用したのは川崎市の 1 自治体、
90％は草加市、越谷市、新宿区、目黒区、
渋谷区、足立区、国分寺市、多摩市、相模原

市、厚木市、三木市、加西市、加東市の 13
自治体、 ％は千代田区の 1 自治体、 5％
は野田市、世田谷区、日野市の 3 自治体、
0％は我孫子市、豊橋市、高知市、直方市
の 4 自治体、 5％は豊川市の 1 自治体であ
った。このうち、前年度よりも比率を引き上

げた自治体は 2 自治体で、豊橋市は ％か

ら 0％、千代田区は ％から ％へそれ

ぞれ引き上げた。 
 豊橋市では、条例が施行された 2016 年当
初、市内で最も多い小企業の若年層の数値を

参考に、「事業者にとって無理のない範囲」

として 5％が採用されたが、施行から 2 年
を経て 201 年度に ％へ引き上げられた。

さらに、人材不足が続いており、実際の支払

報酬の方が下限額より高く、事業者への影響

も小さいとして、2020 年度に 0％へ引き上
げられた。 
 千代田区では、201 年度まで 5％が採用
されていたが、201 年度以降、1％ずつ引
き上げられ、2020 年度に ％へ引き上げら

れた。 
②業務委託・指定管理 
 業務委託等について、業種別・職種別に下

限額を設定しているのは野田市、多摩市、国

分寺市、足立区、千代田区の 5 自治体であ
る。これら自治体の業種別・職種別下限額は

図表５のとおりである。たとえば、野田市の

場合、公契約条例が適用される公契約の業務

内容に応じた賃金等の最低額（5 種類）およ
び市長が適用労働者の職種ごとに定める最低

額（13職種）を設定している。 
 1 自治体においては、職種等を問わず同

一の金額が適用対象業務の従事労働者に適用

されている。具体的にみると、世田谷区

1 130 円、渋谷区 1 11 円、千代田区 1 095
円※、目黒区 1 0 0 円、足立区 1 060 円、
相模原市 1 059 円、川崎市 1 056 円、新宿
区 1 050 円、多摩市 1 046 円※、厚木市
1 045 円、越谷市 9 5 円、草加市 954 円、
豊橋市 941 円、三木市 940 円、豊川市 936
円、我孫子市 92 円、加西市 920 円、加東
市 920 円、直方市 9 円、高知市 49 円と
なっている（いずれも 2020 年度、1 時間あ
たりの金額、※は職種別下限額が設定されて

いない職種に適用）。 
 2019年度と比較して平均 33 6円増加して
おり、最も増加したのは渋谷区の 99 円増で、
世田谷区 60 円増、川崎市 31 円増、目黒区、
足立区、相模原市、三木市、高知市、加西市、

加東市 30 円増、我孫子市、厚木市 29 円増、
豊橋市 2 円増、千代田区 26 円増と、計 13
自治体で地域別最低賃金の引き上げ額を上回

る下限額の引き上げが図られた。 

図表４ 公共工事の下限額（2020 年度） 

下限額水準 自治体名 
91％ 川崎市 

90％ 

草加市、越谷市、新宿区、 
目黒区、渋谷区、足立区、 
国分寺市、多摩市、 
相模原市、厚木市、三木市、
加西市、加東市 

％ 千代田区 
5％ 野田市、世田谷区、日野市 

0％ 我孫子市、豊橋市、高知市、
直方市 

5％ 豊川市 
公共工事設計労務単価に対する比率。 
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図表５ 業種別・職種別下限額（2020 年度） 
自治体名 職  種 下限額 

野田市 

・ 施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約  
・ 施設の設備又は機器の保守点検に関する契約  
・ 施設の清掃に関する契約及び保健センター、関宿保健センター及び
野田市急病センターの清掃に関する契約 

・ 施設の電話交換、受付及び案内に関する契約 
・ 施設の警備及び駐車場の整理に関する契約（警備業法第２条第５項
に規定する機械警備業務に関するものを除く。）  

1 660円
1 660円

9 円

1 032円
1 240円

・ 事務員補助  
・ プラント保安要員  
・ 中央操作員  
・ 重機オペレータ  
・ 計量業務員  
・ プラットホーム作業員  
・ 手選別作業員  
・ 手選別作業員（障がい者等）  
・ 清掃作業員  
・ 除草作業員  
・ 給食調理員  
・ 給食配膳員  
・ 給食配送員（運搬員）  
・ 給食設備管理員  

9 円
1 660円
1 660円
1 660円

9 円
1 240円

9 5円
地域別最賃額

9 円
9 円
9 円
9 円

1 051円
1 660円

多摩市 

・ 公園管理業務  
・ 施設の樹木管理業務  
・ 法面維持管理業務  
・ 街路樹の維持管理業務（街路樹等の補助作業員を除く）  
・ 下水道管渠清掃等業務 （補助作業員を除く）（下水道管渠内におけ
る清掃業務及びこれに伴う準備・片付け業務）  

・ 可燃物等の収集運搬業務  
・ 学校給食センター調理等業務委託  
・ 学校給食配送業務委託  
・ 学校給食配膳業務委託  
・ 上記以外の業務・指定管理協定  

1 053円
1 053円
1 053円
1 060円
1 32 円

1 0 3円
1 0 0円
1 0 0円
1 050円
1 046円

国分寺市 

・ 施設の設備若しくは機器の運転又はそれらの管理に関する契約 
・ 設備の保守点検 
・ 施設・設備の管理（運転等） 
・ 施設の管理（受付等（電話交換・自転車駐車場管理含む））  

・ 施設の清掃に関する契約 
・ 施設の清掃 

・ 資源物等の収集及び運搬に関する契約 
・ ごみ収集・運搬  

1 04 円
1 036円
1 036円

1 036円

1 036円

足立区 ・ 保育士 
・ 保育士以外の職種 

1 160円
1 060円

千代田区 

・ 警備員 
・ 保全管理員 
・ 清掃員 
・ 介護職 
・ 栄養士 
・ 保健師 
・ 看護師 
・ 上記以外  

1 364円
1 26円
1 113円
1 103円
1 431円
1 4 1円
1 4 1円
1 095円
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 下限額の増減率平均の推移をみると、

2012 年＋0 ％、2013 年＋0 4％、2014 年
＋0 6％、2015 年＋1 3％、2016 年＋1 3％、
201 年＋2 、201 年＋2 9％、2019 年
＋2 ％、2020 年＋3 4％で推移しており、
引き上げ率は上昇傾向にある。 
 2020 年度の下限額を当該地域における地
域別最低賃金（2019 年 10 月改定）と比較
すると、最も開きがあったのは世田谷区の

11 円で、渋谷区 105 円、越谷市、高知市
59 円、目黒区 5 円、直方市 56 円と、6 自
治体で 50 円以上の開きがあった（図表６）。
一方、我孫子市は 4 円、豊川市は 10 円、豊
橋市は 15 円しか開きがなかった。これら 3
自治体では公共工事、業務委託、指定管理の

いずれにおいても下限額が低く抑えられてい

る。職種別に下限額を設定していない 1 自

治体の下限額は地域別最低賃金の 100 4％か
ら 111 5％、平均 104 ％の金額となってお

り、このうち、地域別最低賃金を勘案して下

限額を設定している 9 自治体の下限額は地
域別最低賃金の 100 4％から 106 4％、平均
103 1％の金額となっている。 
 最低賃金については 200 年の最低賃金法

の改正により労働者が健康で文化的な最低限

度の生活を営むことができるよう、生活保護

に係る施策との整合性を図ることが明記され、

ここ数年、10～20 円台、2～3％程度の最低
賃金の引き上げが続いている。業種別・職種

別に下限額を設定していない 1 自治体にお

ける 2020 年の下限額の引き上げ額をみると、
地域別最低賃金が 2019 年 10 月改定で平均
2 9 円引き上げられたのに対し、下限額の
引き上げは平均 33 6 円と地域別最低賃金の
引き上げ額を上回った。しかし、今年は新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、中

小企業の経営が悪化しているため、地域別最

低賃金は前年度の水準が維持される可能性が

ある。例年であれば、10 月頃に実施される

地域別最低賃金の引き上げにより、下限額が

最低賃金を下回る自治体が散見されるが、地

域別最低賃金の水準が据え置かれることにな

った場合は、2021 年度の下限額水準をめぐ
る議論にも影響を与えることが予想される。 
 最低賃金と比較して 100 円以上高い下限
額を設定しているのは、世田谷区と渋谷区の

2 自治体である。これらの自治体では、どの
ような考え方に基づいて、下限額が設定され

ているのであろうか。 
 世田谷区の労働報酬専門部会は、業務委託

の下限額について、官製ワーキングプアの解

消および公共サービスの適正な品質確保に必

要な水準に設定すべきとの基本的な考え方に

立った上で、同一労働同一賃金原則および区

役所の仕事であることを踏まえ、区職員の高

卒初任給の相当額をベースとした目標水準を

設定している。2021 年度にこれに到達する

図表６ 業務委託の下限額と地域別最低賃金
の比較 

自治体名 下限額 最賃 最賃比
世田谷区 1 130 60 1 013 2  11
渋谷区 1 11 99 1 013 2  105
越谷市 9 5 25 926 25  59
高知市 49 30 90 25  59
目黒区 1 0 0 30 1 013 2  5
直方市 9 20 41 25  56
相模原市 1 059 30 1 011 2  4
足立区 1 060 30 1 013 2  4
川崎市 1 056 31 1 011 2  45
三木市 940 30 99 2  41
新宿区 1 050 1 013 2  3
厚木市 1 045 29 1 011 2  34
草加市 954 14 926 2  2
加西市 920 30 99 2  21
加東市 920 30 99 2  21
豊橋市 941 2 926 2  15
豊川市 936 26 926 2  10
我孫子市 92 29 923 2  4
単位：円。下限額は 2020年 4月、地域別最低賃金
は 2019 年 10 月改定後の金額。括弧内は前年比。
杉並区の下限額は、原稿執筆時点で未発表。 

公契約条例の全国動向について　23
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ことを目標に、2020年度下限額は、2019年
4 月適用の区職員高卒初任給の相当額である
1 130 円とすべきとの意見が同部会から示さ
れ、これに基づいて 2020 年度下限額が同額
に設定された。 
 
４．議論の深化に向けての課題 
 
 公契約条例および基本条例を制定している

61 自治体のうち、35 自治体が公契約や下限
額のあり方などを審議する機関を設置してい

る。これら審議会における議論の深化に向け

ての課題を指摘したい。 
 1 つは下限額のあり方である。公共工事に
おいては、下限額設定の拠り所となっている

設計労務単価の政策的な引き上げにより、下

限額の水準も一定の引き上げが図られてきて

いる。その一方、実際に支払われている賃金

が高く、下限額の間に大きな乖離があること

も指摘されており、労働市場における賃金水

準を踏まえた検討が求められよう。 
 一方、業務委託等においては、一律の下限

額を設定する自治体が多く、職種別下限額の

導入は一部の自治体にとどまっている。リビ

ング・ウェイジ（生活賃金）の保障の観点か

らは、下限額水準の向上が求められる。また、

人材不足への対処、サービスの質の確保・向

上といった課題に対応していくには、一律の

下限額では限界があるといえ、職種別下限額

の導入が必要不可欠であろう。 
 2 つは自治体施策と連動した議論の必要性
である。サービスの質の確保・向上とその担

い手の確保のためには、必要とされるサービ

スの質とそれに見合った賃金水準の検討が求

められる。つまり、住民がどのようなサービ

スを必要とし、それを提供するにはいかなる

人材が必要で、そうした人材を確保するため

にはどの程度の賃金水準が求められるのかを

自治体として検討していくことが必要である。 

 業務委託や指定管理者など、公共サービス

供給を民間が担う場合、自治体はサービスの

購入者になることを意味する。しかし、その

場合も、住民に対するサービスの供給責任は

自治体にあることを忘れてはなるまい。公共

サービス供給に占める民間の割合が増加しつ

つある中、自治体がそうした責任を果たして

いくため、公契約に関する審議会には、自治

体施策と連動した公契約、賃金水準のあり方

に関する議論が期待されているというべきで

はなかろうか。 
 3つは情報公開である。公契約条例の適用
範囲や下限額の設定には、自治体の考え方や

意図が反映されている。したがって、それら

がどのような議論や検討を経て、何を根拠に

決定されたのかを住民や事業者、労働者らに

説明し、理解を得ることが必要不可欠である。

しかし、現状では、議論内容が把握できる形

で会議録や会議資料を公開している自治体は

一部に限られる。公共サービスの現場が抱え

る課題とそのための施策とその考え方を説明

し、住民や利害関係者の理解を得ながら、好

循環へとつなげていくことが肝要である。 
 
（注） 

（1）公契約条例適用事業数をみると、たとえば、

多摩市の場合、2019 年度は業務委託 9 件、公共

工事 20 件、指定管理７件が条例の対象案件とな

っている（2019年度第１回公契約審議会資料）。 

（2）千代田区では、2025 年度までに 1 億 5000 万

円から 1 億円へと、段階的に公共工事の条例の対

象範囲が拡大される予定である。 

（3）千代田区では、2025 年度までに 3 000 万円か

ら 2 000 万円へと、段階的に業務委託の条例の対

象範囲が拡大される予定である。 

（4）設計労務単価は 年連続で引き上げられてお

り、全 51 職種の全国加重平均値は 2020 年度

20 214 円（昨年度比 2 5％、2012 年度比 51 ％

の伸び）となっている。 
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巻頭言
　国民は、施政の善し悪しで政府を評価する。新型コロナウィルスが発生した当初、
日本は、疫学調査によって感染経路の追求やクラスターの解明をして、早期に収束さ
せる感染防止策であるクラスターサーベイランス（感染集群監視）を実践した。
　この背景には、2009年春から1年間、世界中に流行した豚由来の新型インフルエン
ザウイルスの感染拡大をクラスターサーベイランスによって押さえきった実績から、
新型コロナウィルス感染も押さえきれる自信があったためだといえる。2009年の新型
インフルエンザによる感染数は214の国と地域で60万人超、死亡数は1万8千人以上
を数えたが、日本では、感染数ははっきりせず、死亡数は203人を数えるレベルで収
束した。まさに、この「実績」がインフルエンザ・パンデミックを乗り切った国家的
自信になったのである。
　ストーリーは、2009年5月にカナダの交流事業に参加して帰国した高校生の感染が
成田空港で確認されたことから始まった。この新型インフルエンザは、当初、政府（厚
生労働省）によって、「新型インフルエンザ等感染症」の一つに見なされ、感染者は強
制入院の対象となり隔離されたが、その後、この方針は変更され、毎年感染者を出す
「季節性インフルエンザ」とほぼ同様な扱いになった。そして、感染防止対策は、クラ
スターサーベイランスにより推進されることになり、感染確認当時から実施されてい
た全国レベルの感染数の把握は中止され、保健所をコントロールタワーに位置づけ、
「感染集群を監視し、感染の早期発見、感染の拡大防止、感染状況の把握を細かに実施
する」厚生労働省主導の方式による新型インフルエンザ封じ込めが展開された。その結
果、日本の人口10万人あたりの死亡率は、0.16を示し、アメリカ合衆国の3.96（推計）、
韓国の0.53、ドイツの0.31を大幅に下回る「成果」をあげることができた。
　収束後の厚生労働省の報告には、日本の死者203人のなかには、気管支喘息や糖尿
病などの基礎疾患を持っている者が多く存在し、死因を新型インフルエンザであると
確定しきれない事例も存在したというような記述があった。この時の、「感染数の把握を
せず、感染の全容がわからずとも、感染を収束させた」事実が、今回の新型コロナウィ
ルスにおいても、先の実績を踏襲する形で、自信を持って、クラスターサーベイラン
スによる封じ込め策を展開することを決定したといえる。
　自信を持って立ち向かった今回の感染症封じ込め策は、恐るべき感染拡大力を持ち、
現代科学による感染スタイルの解明を拒む形で人を蝕む新型コロナウィルスの猛威に
翻弄されることとなった。そのため、2020年5月、新型コロナウィルスが、人類を脅
かす感染症としてパンデミックになっていくなか、感染の全容を掴まないままの感染
防止策の推進は、国民に感染実態がわからないことによる不安と、近隣の中国、韓国、
台湾などが積極的にPCR検査を実施して全容把握に努めている姿を目の当たりにした
国民の「煮え切らなく映る政府」への不信を高めることになってしまった。感染の全
容を把握しないままの政府が、感染の状況に合わせた形で、さまざまな対策を発動し
たことにより、国民はさらなる不安と不信を覚えることになった。特別定額給付金、
雇用調整助成金、2枚組布マスク配布などの政策は、政策遂行の不手際や「目的はあっ
ても到達目標がはっきりしない」的イメージのため、収束化のなか、さまざまな問題
と波紋を引き起こしながら、2020年の夏を迎えようとしている。
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巻頭言
　本号では、議会改革と公契約条例について取り上げたが、巻頭言を含め、いずれの論考でも新
型コロナウイルスへの対応が取り上げられた。それは決して偶然でなく、その感染拡大があらゆ
る分野に多大な影響を及ぼしていることの表れといえよう。
　新型コロナ対策をめぐっては、持続化給付金事業をめぐる委託の問題、アベノマスク配布など、
さまざまな問題が指摘されているが、そもそもの国の政策立案が遅きに失した感は否めない。未
知のウイルスゆえの対処の困難さも当然あろうが、原因はそれだけではあるまい。
　では、現場で未曽有の感染拡大と医療危機に立ち向かうことになった自治体はどうか。最前線
の医療機関や保健所は不眠不休で対処し、自治体行政は国の政策に翻弄されながらも、さまざま
な独自の施策を講じてきた。医療崩壊を回避すべく、「神奈川モデル」や「大阪モデル」にみら
れるように、各地の自治体で現場起点の医療体制が構築されるなど、多くの自治体が試行錯誤す
る中から望ましい成果を発見する「政策の実験室」として地方自治が機能したとみることができ
よう。
　一方、特別定額給付金をめぐっては、小規模自治体でいち早く給付が開始される一方、大都市
では未だ申請書すら届かないところもあるといった課題も指摘されている。新型コロナで自粛を
強いられ、「政府」の存在感を否応なく感じる中で見えてきたのは、「中央」の限界と「地方」の
機動性であった。　
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２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会
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３.  自治研センターの資料集が活用でき、
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